
国の動向について

資料１－２

（厚労省の資料より抜粋）



①地域医療構想について 出典元：第21回第８次医療計画等に関する検討会（R4.12.23）
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出典元：第21回第８次医療計画等に関する検討会（R4.12.23）
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出典元：第21回第８次医療計画等に関する検討会（R4.12.23）
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②外来機能報告・紹介受診重点医療機関に関する協議の延期
出典元：外来機能報告制度に関する説明会（R4.12.14）
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出典元：外来機能報告制度に関する説明会（R4.12.14）
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③第8次医療計画について

12/28に「意見のとりまとめ」が公表されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

isei_127276_00005.html

出典元：第1回第８次医療計画等に関する検討会（R3.6.18）
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（参考）第8次奈良県保健医療計画の策定について

➢ 現奈良県保健医療計画（期間：H30～R5）の期間満了に伴い、来年度に次期（第8次）奈良県保健医療計画（期間：R6～
11）を策定予定。
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R4年度 R5年度
R6～

1～3月 4～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

会議等

計画全体

各疾病・事業

国による
検討

各協議の場での検討

全体
調整

取り
まとめ

パブリック
コメント

●県議会への報告 ●県議会への報告

最終
調整

●医療審議会 ●医療審議会

施行

◼ 県のスケジュール（現時点）

◼ 医療計画について（厚労省「第8次医療計画等に関する検討会資料より抜粋」）

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における
医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改
正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療
従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制に
ついて記載されることとなり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載される
こととなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び「外来医療計
画」が位置付けられることとなった。

（主な記載事項）

• 医療圏の設定、基準病床数の算定

• 地域医療構想

• 5疾病・6事業及び在宅医療に関する事項

• 医師の確保に関する事項

• 外来医療計画に係る医療提供体制の確保に関する
事項


